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平成28年度 

水生生物等の生息環境に配慮した 

河道掘削工事の事後検証について 

―漁川を事例として― 
 

札幌開発建設部 千歳川河川事務所 調査課  ○伏屋  豪 

                                 土門 文之                     

                                          山口 正一 

 漁川では、平成17年に策定された千歳川河川整備計画に基づき、平成19年度から平成25年度

まで河道掘削を実施したところである。一方、同流域はサケ、サクラマス等をはじめ多様な水

生生物が生息していることから、掘削工施工時にこれら生息環境の早期回復を期待した工法を

採用した。本報では、漁川の河道掘削箇所の河川環境事後調査結果を取りまとめ、報告するも

のである。 
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1.  はじめに 

 
(1)   千歳川流域の特徴と河川整備計画 

千歳川は、支笏湖を源とする幹川流路延長108km、流

域面積1,244km2の石狩川の1次支川である。中下流部に

広大な低平地が広がっているため河床勾配が緩く、出水

時に石狩川の高い水位の影響を受けやすい特徴がある。

出水時は長い区間にわたって高い外水位が長時間継続さ

れるため、破堤などの危険性が高い。また、前述の地形

的特徴により内・外水氾濫が頻発するなど、浸水被害が

繰り返されてきた。以上を踏まえ、平成17年に策定（平

成27年改定）された「千歳川河川整備計画」に基づき、

千歳川遊水地群の整備、背水の影響に対応した堤防の整

備、さらに河道断面の不足区間における河道掘削を、千

歳川本川および支川で実施している。漁川においては、

平成19年度から平成25年度まで河道掘削を行ったところ

である。 
 

(2)   千歳川・漁川の特色、河道掘削の実施 

恵庭市街地を貫流する漁川には、KP6.2からKP12.0に

わたって管理用道路が設置されており、住民が川面を眺

めながらの散策が可能となっている（写真１）。このほ

か、管理用道路沿いにはパークゴルフ場や運動公園など、

河川との関わりを考慮した施設が多く利用者も多い。さ

写真１ 漁川沿いの散策路 図１ 千歳川流域図 
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らに環境面では、植物においては水辺における生物の生

息基盤として重要なはたらきを示すクサヨシ群落が散在

的に分布している。 

千歳川流域における生息魚類として、サケ科、ヤツメ

ウナギ科、コイ科を含め様々な魚類が確認されている。

なかでも漁川においては、恵庭市街地で多くのサケ・サ

クラマスの産卵を行う光景が見られるなど、魚類の生活

史を間近で見ることができる環境学習の重要な要素を備

えた河川である。そのため、河道掘削を実施するにあた

り、上述した環境・親水利用への配慮に努めることが重

要であった。 

以上の観点から、「千歳川河川整備計画」及び「多自

然川づくり基本指針」に基づき、水位低減効果だけでは

なく、魚類等の生息の場となっている水際、瀬と淵等の

再生に努めた河道掘削を漁川KP0.0～KP4.0において行っ

た。本件では、それらの環境影響に配慮した河道掘削の

施工方法および、施工区間において平成23年度から平成

28年度にわたって行ったモニタリング調査をとりまとめ

た。 

 

 

2.  漁川河道掘削工施工における環境配慮 

 

(1)   河道掘削施工における環境保全目標 

 千歳川流域において保全すべき代表種としてサケ科、

ヤツメウナギ科などが挙げられる。これらの生息・生育

空間を保全・再生するためには、河岸と河床の間隙水域

の多様性を維持することが重要であり、魚類の隠れ場と

なる淵を保全することは不可欠と考えられた。漁川にお

いても、KP0.0～KP4.0 区間に形成されていた1.5m程度の

淵の再生を期待できる施工方法とした。図２に河道掘削

箇所の河道断面図を示す。 

魚類の生息・生育環境の例では、フクドジョウなどの

底生魚類は10mm～250mm程度までの礫石によって形成さ

れる河床間隙水域（河床材が浮き石状に堆積して生じる

間隙）に分布し、その成長段階の体長に応じた河床間隙

に潜伏している。また、サクラマスなどの遡河性魚類は

このような河床間隙を産卵場として利用している。一方、

ヤツメウナギ科幼生は、河岸の静水域に堆積する砂泥の

中に潜伏して生育していることが知られている。このた

め、河道掘削においては底生魚類の生息・生育環境なら

びに水辺移行帯（河岸など、生物の生息環境が連続的に

変化している箇所）における湿性植物の着芽しやすい環

境の創出のため、淵、水際の河床材料として礫石が堆積

し、間隙に砂泥が補足された環境を創出することが期待

できる施工方法とした。 

以下に、それらの方針に基づく施工方法を示す。 

 

(2)   生態系に配慮した河岸保護工の形状 

従来の河岸保護工配置形状では河岸や河床の多様化が

確保できないと予想されたことから、生物の生息・生育

図２ 漁川河道掘削断面の例 

図３ 淵の形成を期待した河岸保護工の設置例
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写真２ KP0.5地点の寄せ石施工箇所 

空間の保全・再生を期待し、河岸保護工の設置方法を検

討した。図３に漁川において実施した河岸保護工の断面 

図を示す。対象河川上下流の河床深や将来的な淵の形成

を期待し、根入れ工の深さを平均河床高から1.5m程度に

設定した。さらに淵を形成し、土砂が堆積することが期

待できる形状とした。 

 

(3)   河岸保護工の寄せ石による被覆 

河道掘削工事区間(KP0.0～KP4.0)における土砂流動、

河岸の多様化の創出を目的として、漁川河道掘削工事に

よる現場発生材、および漁川ダムの貯水池から掘削され

ストックヤードに集積された様々な粒径を含んだ土砂を

河岸保護工上に被覆する方法とした（以下、「寄せ石」

と言う）。河岸保護工上に被覆した寄せ石は、流水作用

によって低水路内を自由に流動し、流速の変化に応じた

多様な土砂循環を発現することを期待した。前述の河岸

保護工の付近においても、淵が形成された部分に上流側

に敷設された寄せ石が流動し堆積、その空隙は魚類の生

息場を創出し、さらに、流出した砂泥を補足することに

よって、底生魚類の生息ならびに湿性植物の着芽に適し

た環境の形成を期待した。 

 

(4)   澪筋の形成を期待した施工 

河道掘削後の河床部に、澪筋が形成される様、 幅 約

10m、深さ約0.5mを掘削した箇所を造成するものとした。

施工区間の対象水位は、平水～低水流量による水位とし

た。平面的な配置は、現況の蛇行状況や水衝部·河岸保

全箇所などを考慮して設定するものとした。 

  

 写真２で、KP0.5地点における河道掘削施工地点の経

年変化を示す。左岸は、河道掘削施工から5年後で水際

に湿地性植物が繁茂し、水辺移行帯が形成されている様

子が確認された。一方、右岸は河道掘削施工直後の様子

である。右岸も同様に寄せ石の施工を実施しており、経

過と共に左岸と同様に水辺移行帯の形成が期待できる。 

図４ 漁川における河道掘削区間及び環境調査実施箇所 
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以下は、これら上記の施工の河道掘削箇所の生息生育

環境早期回復への寄与について、各調査項目で定量的に

評価した結果である。 
 

 

3.  施工後のモニタリング調査 

 
 漁川河道掘削箇所における環境影響調査の結果を記す。

経年変化を把握するため、平成23年度から平成28年度に

かけて調査をNo.1区間地点（KP約1.0～1.2）、No.2地点

（KP約1.8～2.0）で行った（図４）。なお、No.1地点、

No.2地点は平成20年度に左岸の河道掘削を実施しており、

モニタリング調査の期間中に右岸の河道掘削を平成

24,25年度に実施した。以下では、施工の効果を各調査

項目、1. 河床材料調査、2. 植物環境調査及び3. 魚類

調査の結果をもとに評価した。 

 

(1)   河床材料調査 

本調査では、寄せ石施工の環境回復への寄与を確認す

る目的で、河道掘削区間において継続的に河床材料の調

査を行った。採取箇所は、平成25年度までの河道掘削工

事において河岸部に敷設された寄せ石の状態に対応させ、

「水域」、「撹乱域」、「少撹乱域」の3箇所とした

（図５）。採取方法は、「国土交通省 河川砂防技術基

準調査編」(平成24 年6 月改訂)に示されている河床材料

調査法のうち、平面採取法により表層下(20cm 程度の深

さ)の河床材料を採取した。また、試料採取量は「土質

試験のための乱した土の試料調整方法(JIS A 1201)」で規

定された試料の最大粒径に対する試料質量に準じた。粒

度分析は、最大粒径が75mm未満の資料は日本工業規格

（JIS規格）に基づく「土の粒度試験方法(JIS A 1204)」、

それ以上の粒径が含まれている試料については地盤工学

会基準(JGS 基準)に基づく「石分を含む地盤材料の粒度

試験方法(JGS 0132)」に準じて実施した。また、75mm以

上については現地でふるい試験を実施した。 
No.2地点（KP約1.8～2.0）において、平成23年度の河

道整正工事により寄せ石が敷設されており、同地点を調

査箇所とした。図６に、平成24年度から平成27年度にわ

たって行った調査結果を示す。撹乱域の粗礫分（19mm～

75mm）が減少している一方で、水域の粗礫分が増加して

いる傾向が見られる。さらに、平成27年度は水域の粗礫

分、石分(75mm～)の上部および間隙に砂泥の堆積が確認

された。以上より、寄せ石が撹乱域、水域を移動してお

り、その上部、間隙に流速に伴った様々な土砂の堆積形

態の発現をねらった、当初の施工の目的を果たしている

現状が確認された。 

 
(2)   植物環境調査 

 植物の帯状区調査を実施し、河道掘削実施箇所の水際

植生の変遷状況を把握した。調査箇所としては、調査対

象区間の河岸3箇所に帯状区5m×5mを設定した（図５）。 

No.2地点（KP約1.8～2.0）において、水裏部となって

いる右岸の水際で土砂堆積が進行している。このため、

水際で堆積した裸地に1-2年草の湿性植物（オオイヌタ

デ、ミゾソバなど）、多年草の湿性植物（クサヨシな

ど）の進入がみられるほか、当該箇所の植被率も増加し

ており（図７）、現状では水際は多様な湿性植物の良好

図６ 寄せ石実施地点の河床材料粒径 

【平成24年度】 

【平成27年度】 

図５ 河床材料調査地点 
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な生育環境が形成されつつある。今後も多様な水辺空間

の創出が期待される。 

 

(3)   魚類調査 

 河道掘削実施箇所における魚類分布を把握するため、

魚類調査を行った。調査時期は5～6月、10～11月の2回

に分けて行った。サデ網、電気捕魚器（エレクトロフィ

ッシャー）等の採捕用具を適時使用し、魚類を捕獲した。

魚種の特定が終わり、個体の回復が確認された上で速や

かに川に放流した。 

図８に、右岸側河道掘削前後での魚類相の調査結果を

示す。地点No.1右岸においては平成24,25年度に河道掘

削工事を実施したが、施工前、後とでほぼ同程度の魚種

数が確認されている。地点No.2右岸においては、平成25

年度に河道掘削を実施した。こちらも河道掘削前後にお

写真３ 魚類調査箇所の河床材料 

流心側 河岸側 

流心側 河岸側 

No.1地点 

No.2地点 

図９ 底生魚類の確認個体数 

図７ 河道掘削実施箇所の生育環境別種数 

図８ 魚類相調査で確認された魚類の経年変化 

fuseya-g22aa
スタンプ

fuseya-g22aa
スタンプ

fuseya-g22aa
スタンプ



Go Fuseya, Fumiyuki Domon, Shouichi Yamaguchi 

いて魚種に大きな変化は見られない。 

前述した底生魚類の生息・生育環境の創出を期待した

施工の効果を確認するために、底生魚類（ドジョウ科、

ウキゴリなど）の確認個体数を各年度でとりまとめた。

図９に底生魚類の確認個体数を示す。平成24、25年度の

河道掘削による影響で、一度は個体数が減少した。これ

は、河道掘削により底生魚類の生息場である水際の砂泥

堆積箇所が減少したことによるものと考えられるが、平

成26年度以降は回復状況にあることが示された。その理

由の一つとして考えられるものとして、工事後河岸部へ

の砂泥の堆積が徐々に確認されており（写真３）、No.2

地点では、平成28年度は工事実施年度と比べて同等の個

体数が確認された。なお、底生魚類の産卵床も河道掘削

施工区間で確認されている。 

寄せ石工で期待した状況が確認することができ、今後

は流水による水辺移行帯の撹乱が頻発し、抽水植物・湿

性群落などが植生する多様な環境が創出されることで、

底生魚類の生息・生育環境の形成が期待されるものと考

えられる。 

 

 

4.  現在課題となっている事項とその対策 

 

(1)   砂泥の堆積による樹林化 

河床材料としての砂泥は、底生魚類の生息に適するこ

とを述べたが、一方で、寄せ石工で敷設された粗礫材の

流水による撹乱が不十分だと、固定化によりオオイヌタ

デなどの一年草の定着をきっかけとして、砂泥裸地が形

成され、その部分にヤナギ等の植生が繁茂することが考

えられる。漁川の河道掘削箇所においても、実際にその

ような現状が確認されている箇所が存在している。寄せ

石の冠水が不十分な箇所は、大規模出水時にしか寄せ石

の移動が発生せず、敷設箇所にとどまり続ける。水際は

直線的になり、一部において樹林化が起こっている。こ

れら水際の直線化は、河川環境の単調化を招き、魚類の

生息環境や産卵環境の減少や多様性の低下をもたらす。

ヤナギの樹林化は、それらの進行を助けるだけでなく、

出水時の流下阻害や、河道の固定化による河床の低下、

洗掘が護岸や橋脚などの構造物に支障をきたす可能性が

ある。 

 

(2)   対応策 

 これらの対応策として、河岸に定着したヤナギの除去

と、固定化され撹乱効果が不十分な箇所を掘削、押土す

ることにより、水際部の寄せ石冠水・撹乱頻度を向上さ

せる方法が考えられる。そのことにより、水際部の多様

な水深環境が形成されることが期待できる。寄せ石工箇

所が大規模出水時以外でも十分に冠水し、常に流動させ

ることが多様な河川環境、河川微地形の形成に必要であ

ると考えられる。 

 

 

5.  まとめ 

  
漁川は平成19年度から25年度まで、河道掘削を実施し

たところである。漁川は多様な魚類・底生動物などの水

生生物が確認されており、環境学習、親水利用としての

重要な役割を担っている河川であり、河道掘削による環

境への影響が懸念された。そこで、「千歳川河川整備計

画」、「多自然川づくり基本指針」に基づき、これまで

実施した河川環境に配慮した河道掘削と、それらの施工

の事後評価をする為に、調査を実施した。 
 寄せ石の流水による流動と河床材料の供給、不連続な

掘削による河川微地形の創出など、施工時の構想が発現

し、水生生物の生育状況も良好な箇所と、寄せ石が十分

に冠水せず、礫材が流動せずに固定化し、ヤナギ植生の

固定化が確認された箇所も見受けられた。それらに対応

するためには、寄せ石を十分に冠水する箇所に敷設する

ことが重要であると考えられる。モニタリング調査を実

施した地点においては、植生、魚類のどちらも施工後か

らの環境回復が確認された。 
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